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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上の第１の音響共鳴器と、
　前記第１の音響共鳴器の上方にある第２の音響共鳴器と
　を備えており、前記第２の音響共鳴器が、前記第１の音響共鳴器から垂直方向に離隔さ
れていて、前記第１の音響共鳴器と前記第２の音響共鳴器との間で、音響エネルギがほと
んどまたは全く結合されることのないようになっており、
　前記第１の音響共鳴器を前記第２の音響共鳴器から離隔するスタンドオフを備えており
、該スタンドオフはタングステンを含んでおり、
　前記第１の音響共鳴器と前記第２の音響共鳴器との間隔が０．１ミクロンから２０ミク
ロンの範囲内にある、装置。
【請求項２】
　基板上に設けられた複数の共鳴器を備えており、
　前記複数の共鳴器は、第１の音響共鳴器と、該第１の音響共鳴器から垂直方向に離隔さ
れている第２の音響共鳴器とを含んでおり、
　前記第２の音響共鳴器は、前記第１の音響共鳴器とは音響的に分離されており、
　前記第１の音響共鳴器が下部電極と上部電極とを備えており、該下部電極と該上部電極
との間には圧電層が設けられており、
　前記第２の音響共鳴器が下部電極と上部電極とを備えており、該下部電極と該上部電極
との間には圧電層が設けられており、
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　前記第１の音響共鳴器の上部電極にはスタンドオフが設けられており、前記第１の音響
共鳴器の上部電極と前記第２の音響共鳴器の下部電極とが前記スタンドオフにより電気的
に接続しており、
　前記第１の音響共鳴器と前記第２の音響共鳴器との間隔が０．１ミクロンから２０ミク
ロンの範囲内にある、装置。
【請求項３】
　基板上に設けられた複数の共鳴器を備えており、
　前記複数の共鳴器は、第１の音響共鳴器と、該第１の音響共鳴器から垂直方向に離隔さ
れている第２の音響共鳴器とを含んでおり、
　前記第２の音響共鳴器は、前記第１の音響共鳴器とは音響的に分離されており、
　前記第１の音響共鳴器が下部電極と上部電極とを備えており、該下部電極と該上部電極
との間には圧電層が設けられており、
　前記第２の音響共鳴器が下部電極と上部電極とを備えており、該下部電極と該上部電極
との間には圧電層が設けられており、
　前記第１の音響共鳴器と前記第２の音響共鳴器とを離隔するスタンドオフが設けられて
おり、該スタンドオフはタングステンを含んでおり、
　前記第１の音響共鳴器と前記第２の音響共鳴器との間隔が０．１ミクロンから２０ミク
ロンの範囲内にある、装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音響共鳴器に関するものであり、とりわけ、電子回路のフィルタとして用い
ることが可能な共鳴器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電子装置のコスト低減及びサイズ縮小の必要によって、フィルタ素子のさらなる小型化
が絶えず要求されることになっている。携帯電話及び小型ラジオのような家庭用電化製品
は、それに含まれるコンポーネントのサイズ及びコストの両方に対して厳しい制限を課す
。こうした装置の多くは、正確な周波数に同調しなければならないフィルタを利用してい
る。従って、安価で、コンパクトなフィルタ装置が得られるように、絶え間のない努力が
なされてきた。
【０００３】
　これらの要求を満たす可能性のあるフィルタ・クラスの１つが、薄膜バルク音響共鳴器
（ＦＢＡＲ）から製作される。これらの装置は、薄膜の圧電（ＰＺ）材料における縦波バ
ルク音波を利用する。単純な構成の１つでは、ＰＺ材料層が、２つの金属電極間に挟まれ
ている。
【０００４】
　サンドイッチ構造は、支持構造によって空中に吊るすのが望ましい。金属電極間に電界
が印加されると、ＰＺ材料によって、電気エネルギの一部が、機械的波動の形態をなす機
械的エネルギに変換される。機械的波動は、電界と同じ方向に伝搬し、電極／空気界面で
反射される。
【０００５】
　この装置は、共振周波数において、電子共鳴器のように見える。２つ以上の共鳴器（共
振周波数の異なる）を互いに電気的に接続すると、これが全体としてフィルタの働きをす
る。共振周波数は、その材料内における機械的波動が所与の位相速度を有している場合に
、装置内を伝搬する機械的波動の半波長が装置の全厚に等しくなるような周波数である。
機械的波動の速度は、光の速度より４桁小さいので、結果生じる共鳴器はかなりコンパク
トになる可能性がある。
【０００６】
　マイクロ波周波数に用いる小型フィルタを設計し、製作する場合、ダイ上に製作された
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複数の相互接続された共鳴器（例えば、ＦＢＡＲ）を設けることが必要になることが多い
。図１は、フィルタ回路の一部１０を示す概略図である。便宜上、本明細書では、例示の
部分は、「フィルタ回路」１０と呼ばれる。フィルタ回路１０には、複数の相互接続され
た共鳴器が含まれている。図１を参照すると、例示の共鳴器の一部は、直列に接続されて
いて、直列共鳴器１２、１４、及び、１６と呼ばれ、例示の他の共鳴器は、並列に接続さ
れていて、並列共鳴器２２、２４、２６、及び、２８と呼ばれる。フィルタ回路１０は、
接続点１１、１３、１５、１７、１９、及び、２１を介して外部回路（不図示）に接続し
ている。
【０００７】
　図２には、一般に、ダイ２０上に設けられる、図１のフィルタ回路１０の共鳴器に関す
るトポロジを例示したダイ２０の平面図が示されている。図１及び図２において、対応す
る共鳴器は、同じ参照番号で例示されている。図１の接続点は、図２の接続パッドとして
例示され、対応する接続点及び接続パッドは、同じ参照番号で例示されている。
【０００８】
　例示のように、ダイ２０は、共鳴器を設けるためのダイ領域（Ｘ軸範囲２３及びＹ軸範
囲２５として例示された第１の寸法範囲及び第２の寸法範囲によって形成される）を必要
とする。ダイ領域は、たとえば、携帯電話のような無線通信装置等の多くの電子装置にお
いて乏しく、高価な資源である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、より小さいダイ上にフィルタ回路１０を設けることができるようにし
て、より小さく、より低コストの装置を製造可能にすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この必要は、本発明によって満たされる。本発明の第１の実施態様では、装置に、基板
上の第１の音響共鳴器と、第１の音響共鳴器と第２の音響共鳴器との間で結合する音響エ
ネルギがほとんどまたは全くないように、第１の音響共鳴器の上方へ垂直方向に離隔され
た第２の音響共鳴器が含まれている。音響共鳴器は、垂直方向に離隔されているので、必
要とするダイ・スペースが減少し、その結果、より小さく、面積効率が高く、コスト有効
性の高い装置が実現する。
【００１１】
　本発明の第２の実施態様では、装置に、基板上に製作された複数の共鳴器が含まれてお
り、この場合、第１の音響共鳴器が基板上に製作され、第２の音響共鳴器が、第１の音響
共鳴器の上方へ垂直方向に離隔され、音響的に分離されている。
【００１２】
　本発明の第３の実施態様では、装置の制作方法が開示される。まず、基板上に第１の共
鳴器が製作される。次に、第１の共鳴器のまわりに、犠牲層が製作される。スタンドオフ
が製作される。次に、スタンドオフ上方において、犠牲層に第２の共鳴器が製作される。
最後に、全ての犠牲層が除去される。
【００１３】
　本発明の他の態様及び利点については、例証のため、本発明の原理を例示した、添付の
図面に関連してなされる、以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　次に、本発明については、本発明のさまざまな実施態様を例示した図１～図８に関連し
て説明することにする。図面において、構造または部分のサイズの一部には、例示のため
、他の構造または部分のサイズに対して誇張されているものもあるが、従って、これらは
、本発明の概略構造を例示するために示されている。さらに、本発明のさまざまな態様が
、他の構造、部分、または、その両方に対して「上方」または「の右」に位置する構造ま
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たは部分に関連して説明される。当該技術者には明らかなように、「上方」または「の右
」といった相対的な用語またはフレーズは、本明細書では、図に例示のように、ある構造
または部分の別の構造または部分に対する関係を表わすために用いられている。もちろん
、こうした相対的用語は、図に描かれた配向だけではなく、装置のさまざまな配向を包含
することを意図したものである。例えば、図の装置に対して反転、回転、または、その両
方を施すと、他の構造または部分の「上方」または「右」と記述した構造または部分が、
今や、他の構造または部分の「下方」または「左」に位置することになる。
【００１５】
　例示のため図に示されるように、本発明の実施態様は、基板上の第１の音響共鳴器と、
第１の音響共鳴器の上方へ垂直方向に離隔された第２の音響共鳴器を備える装置をもって
典型的な例とする。共鳴器は、もう一方の上方へ垂直方向に離隔されるので、共鳴器を設
けるのに必要な領域全体が縮小され、従って、ダイ・サイズ及び製造コストの節減が実現
される。
【００１６】
　図３は、本発明の実施態様の１つに従って共鳴器のトポロジを強調するために描き直さ
れた、図１のフィルタ回路１０の概略図である。描き直されたフィルタ回路は、参照番号
１０ａを用いて表示されている。図３の回路１０ａには、図１のフィルタ回路１０と同じ
コンポーネント共鳴器及び接続点が含まれている。さらに、図３のフィルタ回路１０ａの
働きは、図１のフィルタ回路１０の働きと同じである。このため、下記を除いては、図１
及び図３の対応するコンポーネントには同じ参照番号が用いられている、すなわち、図３
において、本発明の例示の実施態様に従って、垂直方向に離隔する技法をより明確に例示
するため、図１の直列共鳴器１２、１４、及び、１６が、図３では直列共鳴器１２ａ、１
４ａ、及び、１６ａと表示されている。
【００１７】
　図４は、本発明の実施態様の１つに従って図３のフィルタ回路１０ａを設けるダイ３０
の平面図である。図３及び図４の場合、対応する共鳴器は、同じ参照番号で例示されてい
る。図３の接続点は、図４では接続パッドとして例示されており、対応する接続点及び接
続パッドは同じ参照番号で例示されている。図５は、ラインＡ－Ａに沿って切断された図
４のダイの一部の切り取り側面図である。ギガヘルツ周波数範囲の電子信号を濾波するフ
ィルタ回路の場合、ダイ３０の共鳴器は、それぞれ、およそ数百ミクロン以下ほどの側方
サイズと、数ミクロン以下ほどの厚さを備えることが可能である。
【００１８】
　図４及び図５を参照すると、ダイ３０には、基板３２上に製作された並列共鳴器２２、
２４、２６、及び、２８が含まれている。本発明の例示の実施態様の場合、直列共鳴器１
２ａ、１４ａ、及び、１６ａは、それぞれ、並列共鳴器２２、２４、及び、２６の上方へ
製作される。例えば、並列共鳴器２６（第１の音響共鳴器２６）は、基板３２上に製作さ
れる。基板３２には、第１の共鳴器２６の下にキャビティ３４を含むことが可能である。
第２の共鳴器、この場合、直列共鳴器１６ａは、前記第１の共鳴器２６の上方へ垂直方向
に離隔されている。例示の実施態様の場合、第１の共鳴器２６及び第２の共鳴器１６ａは
、薄膜バルク音響共鳴器（ＦＢＡＲ）である。基板は、例えば、シリコン基板とすること
が可能である。
【００１９】
　第１の共鳴器２６には、圧電層２６ｐｚを挟む下部電極２６ｂｅと上部電極２６ｔｅが
含まれている。同様に、第２の共鳴器１６ａには、圧電層１６ｐｚを挟む下部電極１６ｂ
ｅと上部電極１６ｔｅが含まれている。第１及び第２の共鳴器２６及び１６ａの両方の電
極は、単なる一例にすぎないが、モリブデンのような導電材料から造られている。第１及
び第２の共鳴器２６及び１６ａの両方の圧電層は、単なる一例にすぎないが、窒化アルミ
ニウムのような圧電材料から造られている。
【００２０】
　第２の共鳴器１６ａは、スタンドオフ（支持部材）２７によって支持され、主として空
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気によって第１の共鳴器２６から離隔され、分離されている。第１の共鳴器２６と第２の
共鳴器１６ａとの間隔は、実施例に応じて大幅に変動し、例えば、０．１ミクロン～２０
ミクロンといった範囲にわたる可能性がある。実施態様によっては、セパレ－タ２９によ
って、第１の共鳴器２６と第２の共鳴器１６ａとの間隔を保つことが可能なものもある。
図５には、２つのセパレータ２９が例示されているが、セパレータ２９は、垂直方向に離
隔した共鳴器２６及び１６ａが互いに接触するのを防ぐために利用されている。セパレー
タ２９は、第１の共鳴器２６の上部電極２６ｔｅ上に製作された短いピラーまたはスタブ
とすることも可能である。セパレータ２９は、スタンドオフ２７と同様のプロセス及び材
料を用いて製作される。例示の実施態様の場合、セパレータ２９の上部断面積（上部断面
は図示されていない）は、第１の電極２６の上部電極２６ｔｅの面積（図４に部分的に例
示されている）と比較して極めて小さく、例えば、上部電極２６ｔｅの面積の１パーセン
ト未満としてもよい。
【００２１】
　音響共鳴器２６及び１６ａは、垂直方向に離隔され、音響的に分離されているので、第
１の音響共鳴器２６と第２の音響共鳴器１６ａとの間で結合する音響エネルギは、ほとん
どまたは全くない。
【００２２】
　スタンドオフ２７は、実施例に応じて、１ミクロンの何分のいくつかから数十ミクロン
まで、あるいは、数百ミクロンにさえ及ぶ範囲のオーダで測定される高さを備えている。
スタンドオフの側方長さは、０．５ミクロン～１００ミクロンの範囲とすることが可能で
あり、１平方ミクロン～１平方ミリメートルにわたる断面積をなす。両共鳴器間のセパレ
ーションは、完全であってもよく、あるいは必ずしもそうでなくてもよい。例えば、２つ
の共鳴器の間にスタンドオフを製作して、共鳴器を離隔することができるが、離隔した共
鳴器間でスタンドオフ自体によって僅かに接続される可能性もある。
【００２３】
　スタンドオフ２７は、第２の共鳴器１６ａの下方のどこにでも製作することが可能であ
る。例示の実施態様の場合、スタンドオフ２７は、第１の共鳴器２６上に製作され、第２
の共鳴器１６ａの下部電極１６ｂｅに接続されている。すなわち、例示の実施態様の場合
、スタンドオフ２７は、第１の共鳴器２６の圧電層２６ｐｚ上に製作されている。実際に
は、スタンドオフ２７は、ダイ３０の他の部分に製作することも可能である。例えば、ス
タンドオフ２７は、基板３２または第１の共鳴器２６の上部電極２６ｔｅ上に製作するこ
とが可能である。スタンドオフ２７は、例えば、タングステンのような、共鳴器製作プロ
セスとの統合に適した、任意の十分に合成の高い材料を用いて製作することも可能である
。
【００２４】
　図４のダイ３０は、共鳴器を設ける領域（Ｘ軸範囲３３とＹ軸範囲３５として例示され
た第１と第２の寸法範囲によって形成される）を必要とする。ダイ３０の共鳴器の一部は
、他の共鳴器の上方へ垂直方向に離隔されている。このため、ダイ３０にその共鳴器の全
てを設けるのに必要な領域は、図１のダイ２０に比べて少なくて済む。
【００２５】
　図６は、その製作プロセス中における、ラインＡ－Ａに沿って切断された図５のダイ３
０の一部に関する切り取り側面図である。その垂直方向に離隔された共鳴器を含むダイ３
０を製作するため、第１の共鳴器２６は基板３２上に製作されている。例示の実施態様の
場合、第１の共鳴器２６は、キャビティ３４の上方に製作されている。製作プロセスのこ
の段階で、キャビティ３４に、例えば、燐酸シリケート・ガラス（ＰＳＧ）のような何ら
かの犠牲材料が充填される。キャビティ３４のためのものとして、ＰＳＧは犠牲材料とし
て用いられる材料と同じにすることが可能である。次に、第１の共鳴器２６のまわりに、
犠牲層３６が製作される。第１の共鳴器２６の製作後、スタンドオフ２７も製作される。
犠牲層３６は、例えば、スラリを用いて研磨することにより、平坦化される。
【００２６】
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　次に、第２の共鳴器１６ａが、スタンドオフ２７の上方かつ犠牲層３６の上方に製作さ
れる。最後に、犠牲層３６を除去すると、スタンドオフ２７によって支持され、第１の共
鳴器２６の上方に吊るされた第２の共鳴器１６が残ることになる。ＰＳＧ犠牲層の除去に
は、フッ化水素酸を用いることが可能である。
【００２７】
　図７は、本発明のもう１つの実施態様に従って共鳴器のトポロジを強調するように描き
直された図１のフィルタ回路１０の概略図である。この描き直されたフィルタ回路は、参
照番号１０ｂを用いて表示されている。図７のフィルタ回路１０ｂには、図１のフィルタ
回路１０と同じコンポーネント共鳴器及び接続点が含まれている。さらに、図７のフィル
タ回路１０ｂの働きは、図１のフィルタ回路１０の働きと同じである。このため、下記を
除いては、図１及び図７の対応するコンポーネントには同じ参照番号が用いられている、
すなわち、図７において、本発明の例示の実施態様に従って、垂直方向に離隔する技法を
より明確に例示するため、図１の共鳴器１２、１４、１６、２４、及び、２８が、図７で
は共鳴器１２ｂ、１４ｂ、１６ｂ、２４ｂ、及び、２８ｂと表示されている。
【００２８】
　図８は、本発明のさらなる態様を例示した、本発明の他の実施態様に従って図７のフィ
ルタ回路１０ｂを設けるダイ４０の一部の切り取り側面図である。図７及び図８において
、対応する共鳴器は、同じ参照番号で例示されている。
【００２９】
　図７及び図８を参照すると、例示の実施態様において、ダイ４０には、基板４２上に製
作された並列共鳴器２２及び２６が含まれている。直列共鳴器１２ｂ、１４ｂ、及び、１
６ｂが、並列共鳴器２２及び２６の上方へ垂直方向に離隔して製作されている。さらに、
並列共鳴器２４ｂ及び２８ｂが、直列共鳴器１２ｂ、１４ｂ、及び、１６ｂの上方へ垂直
方向に離隔して製作されている。前述のように、基板４２には、共鳴器２２及び２６の下
にキャビティ４４を含むことが可能である。第２の共鳴器１６ｂは、第１の共鳴器２６の
上方へ垂直方向に離隔されている。例示の実施態様の場合、第１及び第２の共鳴器２６及
び１６ｂは、薄膜音響共鳴器（ＦＢＡＲ）である。この場合、第３の共鳴器２８ｂが、第
２の共鳴器１６ｂの上方に製作されている。共鳴器の垂直方向へのさらなる離隔配置のた
め、図８のダイ４０が必要とするスペースは、図４のダイ３０よりもさらに少なくてすむ
。
【００３０】
　図８には、本発明のさらなる態様が例示されている。図８の場合、垂直方向に離隔され
た共鳴器を支持するためのスタンドオフは、数字４１に続いて英字「ａ」から始まる英字
が後続する参照番号（４１ａ、４１ｂ、…）を用いて表示されている。全てのスタンドオ
フに対して、このように参照番号が付されているわけではない。例示の実施態様の場合、
スタンドオフの１つ、すなわち、スタンドオフ４１ａは、基板４２上に製作されているが
、スタンドオフ４１ｂのような他のスタンドオフは、下方の共鳴器の上部電極上に製作さ
れている。実際のところ、スタンドオフ４１ｂは、第１の共鳴器２６の上部電極２６ｔｅ
と第２の共鳴器１６ｂの下部電極１６ｂｅの間に位置し、第１の共鳴器２６の上部電極２
６ｔｅを第２の共鳴器１６ｂの下部電極１６ｂｅに機械的に接続している。
【００３１】
　スタンドオフ４１ｂが、例えば、タングステンのような導電性材料で造られている場合
や、電極と同じ材料であるモリブデンで造られている場合、第１の共鳴器２６の上部電極
２６ｔｅ及び第２の共鳴器１６ｂの下部電極１６ｂｅは、電気的に接続される。あるいは
また、スタンドオフ４１ｂが電気絶縁材料で造られている場合、第１の共鳴器２６の上部
電極２６ｔｅ及び第２の共鳴器１６ｂの下部電極１６ｂｅは、電気的に互いに分離されて
、互いに異なる電位を有する可能性がある。この場合、第１の共鳴器２６の上部電極２６
ｔｅと第２の共鳴器１６ｂの下部電極１６ｂｅの間には、容量性電位差が生じる。電気的
分離に関して、スタンドオフ４１ｂは、タングステンまたはモリブデのような導電性材料
、あるいは、窒化珪素またはポリシリコンのような絶縁または半絶縁材料で製作すること
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が可能である。
【００３２】
　以上から明らかなように、本発明は、新規であって、現在の技術に対して優位性をもた
らすものである。上記では、本発明の特定の実施態様について説明され、例示されている
が、本発明は、こうして解説され、例示された部分の特定の形態または構成に制限される
べきものではない。例えば、異なる構成、サイズ、または、材料を利用することが可能で
あるが、それでも、本発明の範囲内に含まれる。本発明は、付属の請求項によって制限さ
れる。
【００３３】
　なお、本発明は例として次の態様を含む。（　）内の数字は添付図面の参照符号に対応
する。
［１］　基板上の第１の音響共鳴器と、
　前記第１の音響共鳴器の上方にある第２の音響共鳴器が含まれている装置であって、
　前記第２の音響共鳴器が、前記第１の音響共鳴器から垂直方向に離隔されていて、前記
第１の音響共鳴器と前記第２の音響共鳴器との間で、音響エネルギがほとんどまたは全く
結合されることのないようになっていることを特徴とする装置。
［２］　前記第１の音響共鳴器及び前記第２の音響共鳴器が薄膜バルク音響共鳴器（ＦＢ
ＡＲ）であることを特徴とする、上記［１］に記載の装置。
［３］　前記第２の音響共鳴器がスタンドオフによって支持されていることを特徴とする
、上記［１］に記載の装置。
［４］　さらに、前記第１の音響共鳴器と前記第２の音響共鳴器の間に少なくとも１つの
セパレータを備えることを特徴とする、上記［１］に記載の装置。
［５］　前記第１の音響共鳴器が、圧電層を挟む下部電極と上部電極を備え、
　前記第２の音響共鳴器が、圧電層を挟む下部電極と上部電極を備えることを特徴とする
、
　上記［１］に記載の装置。
［６］　さらに、前記第２の音響共鳴器の下部電極に接続され、前記第１音響共鳴器上に
製作されるスタンドオフを備えることを特徴とする、上記［２］に記載の装置。
［７］　さらに、前記第１の音響共鳴器の上部電極と前記第２の音響共鳴器の下部電極と
の間にスタンドオフを備えることを特徴とする、上記［５］に記載の装置。
［８］　さらに、前記第１の音響共鳴器の上部電極及び前記第２の音響共鳴器の下部電極
が前記スタンドオフによって電気的に接続されていることを特徴とする、上記［７］に記
載の装置。
［９］　前記第１の音響共鳴器の上部電極と前記第２の音響共鳴器の下部電極が、互いに
異なる電位にあり、そのため、前記第１の音響共鳴器の上部電極と前記第２の音響共鳴器
の下部電極との間に容量性電位差が生じることを特徴とする、上記［７］に記載の装置。
［１０］　さらに、前記第１の音響共鳴器を前記第２の音響共鳴器から離隔するスタンド
オフを備えることを特徴とする、上記［１］に記載の装置。
［１１］　前記スタンドオフがタングステンからなることを特徴とする、上記［１０］に
記載の装置。
［１２］　少なくとも１つのスタンドオフによって、前記第１の音響共鳴器と前記第２の
音響共鳴器が電気的に接続されることを特徴とする、上記［１０］に記載の装置。
［１３］　前記第１の音響共鳴器が、前記第２の音響共鳴器から空気によって隔絶されて
いることを特徴とする、上記［１］に記載の装置。
［１４］　前記第１の音響共鳴器と前記第２の音響共鳴器との間隔が、０．１ミクロン～
２０ミクロンの範囲内であることを特徴とする、上記［１］に記載の装置。
［１５］　さらに、前記第２の音響共鳴器の上方へ垂直方向に離隔された第３の音響共鳴
器を備えることを特徴とする、上記［１］に記載の装置。
［１６］
　基板上に製作された複数の共鳴器を具備する装置であって、
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　第１の音響共鳴器と、前記第１の音響共鳴器の上方で垂直方向に離隔された第２の音響
共鳴器が含まれることと、
　前記第２の音響共鳴器が、前記第１の音響共鳴器から音響的に分離されていることと
を特徴とする装置。
［１７］　前記第２の音響共鳴器がスタンドオフによって支持されていることを特徴とす
る、上記［１６］に記載の装置。
［１８］　前記第１の音響共鳴器及び前記第２の音響共鳴器が薄膜バルク音響共鳴器（Ｆ
ＢＡＲ）であることを特徴とする、上記［１６］に記載の装置。
［１９］　前記第１の音響共鳴器が、圧電層を挟む下部電極と上部電極を備え、
　前記第２の音響共鳴器が、圧電層を挟む下部電極と上部電極を備えることを特徴とする
、上記［１６］に記載の装置。
［２０］　さらに、前記第２の音響共鳴器の下部電極に接続され、前記第１の音響共鳴器
の上部電極上に製作されるスタンドオフを備えることを特徴とする、上記［１９］に記載
の装置。
［２１］　さらに、前記第１の音響共鳴器の上部電極と前記第２の音響共鳴器の下部電極
との間にスタンドオフを備えることを特徴とする、上記［１９］に記載の装置。
［２２］　さらに、前記第１の音響共鳴器を前記第２の音響共鳴器から離隔するスタンド
オフを備えることを特徴とする、上記［１９］に記載の装置。
［２３］
　前記スタンドオフがタングステンからなることを特徴とする、上記［２２］に記載の装
置。
［２４］　装置の製作方法であって、
　基板上に第１の共鳴器を製作することと、
　前記第１の共鳴器のまわりに犠牲層を製作することと、
　スタンドオフを製作することと、
　前記スタンドオフ上方において、前記犠牲層上に第２の共鳴器を製作することと、
　前記犠牲層を除去することと
を有することを特徴とする方法。
［２５］　さらに、前記第２の共鳴器を製作する前に、前記犠牲層を平坦化することを有
することを特徴とする、上記［２４］に記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】複数の共鳴器を含むフィルタ回路の一部を示す概略図である。
【図２】先行技術によるトポロジを用いた、図１のフィルタ回路を設けるダイの平面図で
ある。
【図３】本発明の実施態様の１つによる共鳴器のトポロジを強調するように描き直された
、図１のフィルタ回路の概略図である。
【図４】本発明の実施態様の１つによる、図３のフィルタ回路を設けるダイの平面図であ
る。
【図５】ラインＡ－Ａに沿って切断された、図４のダイの一部の切り取り側面図である。
【図６】製作プロセス中における、ラインＡ－Ａに沿って切断された、図４のダイの一部
の切り取り側面図である。
【図７】本発明のもう１つの実施態様による共鳴器のトポロジを強調するように、再度描
き直された、図１のフィルタ回路の概略図である。
【図８】図７のフィルタ回路を設けるダイの切り取り側面図である。
【符号の説明】
【００３５】
　１０　　フィルタ回路
　１１、１３、１５、１７、１９、２１　　接続点（接続パッド）
　１２、１４、１６　　直列共鳴器
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　２０　　ダイ
　２２、２６、２４、２８　　並列共鳴器
　２７　　スタンドオフ
　２９　　セパレータ
　３２　　基板

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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